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非開示理由等 所管局部課等

1 R2.4.28 R3.10.5
お客様の声カード（自動車部分）意見及び苦情（平成31年度分のうち
100件分）

182 1 1 1

個人に関する情報で、他の情報と照合することに
より、特定の個人を識別することができるもので
あるため。
（情報公開条例第７条第２号）
個人に関する情報で特定の個人を識別できるもの
であるため。お客様は、自身が申告した情報が公
にされないことを前提としてお客様の声を申し入
れており、当該箇所を公にすることにより、交通
局の信用・信頼が失われ、交通局の事業の適正な
遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
（情報公開条例第７条第６号）

交通局
自動車部
営業課

2 R3.8.31 R3.10.14
都営バス運行表（運転士用行路表）
最新版（全営業所・支所分）
９月24日、１０月１日のダイヤ改正後最新のもの

4775 1
交通局
自動車部
計画課

3 R3.9.1 R3.10.14
都営バス都01系統、RH01系統の運行表の最新版（平日、土曜、休日ダイ
ヤ含む全て）

102 1
交通局
自動車部
計画課

4 R3.9.10 R3.10.14 02交自第1195-3, 1723, 1814, 1868, 1990, 2049, 2055, 2089号 232 1
交通局
自動車部
計画課

5 R3.10.15 R3.10.25
補助81号線整備に伴う都電荒川線向原～東池袋四丁目間（水窪工区）軌
道移設工事（その１）の変更工事費総括書、変更工事総括書、
変更種別内訳書、代価明細表、諸経費計算書、変更特記仕様書

81 1
交通局
建設工務部
保線課

6 R3.9.8 R3.10.26 令和３年度コールセンター運営業務委託についての企画提案書 1 1 1

当該企画提案書は、当該事業者による著作物であ
り、かつ、未公表の著作物に該当する上、著作権
者から開示に同意しない旨の意思表示があったこ
とから、著作権法第１８条第３項第３号の規定に
より公表することができないため。
（情報公開条例第７条第１号）
当該提案書は、企画提案方式による競争入札にお
ける提出書類で、一般に公にされないものであ
り、開示されれば当該事業者だけでなく、今後入
札参加を検討している事業者との信頼関係が損な
われ、本来の自由な企画提案を阻害し、事業の適
切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
（情報公開条例第７条第６号）

交通局
総務部
お客様サービ
ス課

7 R3.9.14 R3.10.27
東京都交通局が四半期ごとに実施する都バスの軽油の調達入札で
入札参加者が提出することとなっている、軽油元売りによる「供給証明
書」で. 令和3年10月から12月までの期間を対象としたもの。

5 1 1 1

記載している当該企業の印影は、公にすることに
より、当該企業の財産等への不法な侵害を招くお
それがあるなど、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行
を容易にするおそれがあるため。
（情報公開条例第７条第４号）
記載している製造元売業者と取引する上で、当該
入札者は秘密保持契約を結んでおり、これらを公
にすることにより契約違反に問われ、入札者の事
業運営が損なわれるため。
（情報公開条例第７条第３号）

交通局
資産運用部
契約課

8 R3.9.14 R3.10.27

東京都交通局が四半期ごとに実施する都バスの軽油の調達入札で
入札参加者が提出することとなっている、軽油元売りによる「供給証明
書」で. 以下のａ～ｃの期間を対象としたもの。
Ａ．令和３年１月から３月まで
Ｂ．令和３年４月から６月まで
Ｃ．令和３年７月から９月まで

1
当該文書は、契約締結手続き後廃棄しているた
め。

交通局
資産運用部
契約課

9 R3.10.13 R3.10.27
都営地下鉄10号線（都営新宿線）船堀ｰ篠崎 線路一般図（縦断面図）、
駅一般図と同様の船堀駅の駅一般図

2 1 1
公にすることにより、犯罪行為を容易にし、犯罪
の予防等に支障を及ぼす恐れがあるため。
（情報公開条例第７条第４号）

交通局
建設工務部
保線課

決定区分 （根拠規定）条例７条


